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１　基本的要件
（１）業務名
　　　いばらき公共施設予約サービス提供業務（以下「本業務」という。）
（２）本仕様書の位置づけ
　　　いばらき公共施設予約サービス提供業務仕様書（以下「本仕様書」という。）は、いばらき公共施設予約システム整備運営協議会（以下「本協議会」という。）がいばらき公共施設予約サービス（以下「本サービス」という。）の提供を受けるにあたり必要な要件を定める。
（３）調達の目的
　　ア　現行のいばらき公共施設予約システムの契約が令和８年８月に満了することから、公共施設予約に係る利用者の利便性の向上及び行政事務の効率化のため、新たに本業務を調達し、引き続き行政サービスの提供を行うものである。
　　イ　県及び県内市町村が共同で整備運用を行うことで、県内自治体の業務の標準化やコスト削減を図る。
（４）調達における契約要件
ア　契約形態
　　　　本業務の契約形態は、本協議会が定めた要件を満たしたサービス提供契約を予定しており，本協議会と受託者の間で契約を締結するものとする。
　　イ　契約期間
　　　　契約締結日から令和13年８月31日まで
ただし、契約締結日から令和８年８月31日までを導入準備期間とし、令和８年９月１日から令和13年８月31日までをサービス利用期間とする。
本事業は年度単位契約により実施するものとし、各年度における具体的な作業範囲、成果物及び検収方法は、協議会と受託者の協議により決定する。
[bookmark: _Hlk218695227]なお、導入準備に係る経費について、令和７年度の支払上限額は700,000円とし、それを超える部分は令和８年９月１日以降、60か月に分割してサービス利用費と併せて支払を行う。
また、支払方法は、令和７年度は一括、令和８年度以降はサービス利用が開始してから四半期終了ごとにサービス提供を行った月のサービス利用料を支払うものとする。
（５）基本要件
　　ア　住民向けサービスは、パソコンだけでなく、スマートフォン、タブレット等の多様な端末及びOSから利用できるWebアプリケーションであること。また、それぞれの端末に適した画面表示とすること。
イ　職員向けシステムは、パソコンから利用できるWebアプリケーションであること。スマートフォンやタブレットへの対応は必須としない。
ウ　茨城県及び県内全市町村の既存のネットワーク及び端末で利用可能であること。
　  エ　住民側、職員側ともに本サービスがインターネットを介して安全に提供されること。なお、利用者のWeb ブラウザと本サービスのWeb サーバ間で行われる通信を暗号化すること。
　　オ　住民側、職員側ともに専用のソフトウェアを使用することなく、容易にサービスが利用できること。
　　カ　主要なOS及びブラウザに対応し、現在利用可能なバージョンに対応するとともに、今後のバージョンアップにも柔軟に対応できるサービスであること。
　（６）用語の定義
本仕様書で用いる用語の定義を以下に示す。

用語の定義
	用語
	定義

	いばらき公共施設予約システム整備運営協議会
	本県及び県内市町村で構成される協議会。いばらき公共施設予約システムの整備及び運営を行う。

	参加団体
	いばらき公共施設予約システム整備運営協議会を構成し、本サービスを利用する本県及び県内市町村の総称

	職員
	参加団体の職員及び参加団体の有する公共施設の管理委託先団体や指定管理者の職員で、本サービスを利用して公共施設の予約情報の管理や利用者登録等を行う者の総称

	住民
	茨城県内に居住する者の総称（県外者の場合もある。）

	団体
	茨城県内を所在地とする企業、団体の総称（県外者の場合もある。）

	利用者
	住民及び団体で本サービスを利用して公共施設の空き状況照会、予約、抽選申し込み等を行う者の総称

	仮利用者
	住民及び団体がWEB上で利用者登録をすると、「仮利用者」として登録される。その後、職員側で承認の処理を行うと「利用者」として登録される。

	施設
	「○○体育館」、「△△運動公園」等のように貸出を行う室場を大まかにくくるものを指す。

	室場
	施設で貸出可能な最小の単位を指す。
（例）運動場１面を1/2で区切って貸し出す場合は、A面、B面、両面とカウントし、室場数は３となる。

	登録施設
	仮利用者の承認や利用者登録を行う施設のこと

	スマートロック
	キーボックス型の物理鍵の電子制御管理、電子錠型（例：デッドボルト型、ドアノブ型等）等、電子制御による施錠・解錠を可能とする鍵装置を指す。予約情報に基づき認証情報を発行・失効できるものを含む。

	電子納付
	本サービスを通じて、予約に係る使用料等の支払を、インターネットを利用した決済手段により行うこと



（７）　調達の範囲
　　ア　サービス稼働までの業務　整備等構築業務
　　　　サービス提供業務を行うために必要と考えられる、サービス構築、必要データの初期設定、試験運用等の整備等構築業務を行う。
　　（ア）サービス提供環境の整備
　　（イ）テスト環境の整備
　　（ウ）サービスのセットアップ
　　（エ）職員研修
　　（オ）職員支援
　　（カ）その他サービス稼働に必要な業務

　　イ　サービス稼働後の業務　サービス提供業務
　　　　本仕様書の要件を満たすサービスをASP方式により提供する業務を行うものであり、サービスの運用保守管理を含む。
　　（ア）サービス改善
　　（イ）運用支援
　　（ウ）操作研修
　　（エ）ヘルプデスク
　　（オ）その他サービス稼働に必要な業務
　　ウ　その他付随業務
　　　　上記に付随する業務で、運用管理上必要と考えられる業務を行う。
（８）　サービス提供開始に伴う提出物
　　　　サービス提供開始までの必要とする時期に、以下について提出すること。
　　ア　作業工程表及び作業計画書
　　イ　サービス仕様書
　　ウ　各種設定資料（マスタ一覧、登録データ一覧、その他の設定等を明記した資料）
　　エ　操作説明書（住民側操作説明書、職員側操作説明書 等）
（９）　サービス利用自治体
　　　　サービス利用開始時のサービス利用自治体及び施設数等は、別紙１「サービス利用自治体」のとおり。
　　　　なお、市町村合併、参加団体の追加・脱退及び施設の増減に柔軟に対応できるシステムとすること。参加団体の増減や施設の増減がある場合の費用については別途協議するものとする。
また、参加団体が追加・脱退した場合や施設・室場を増減した場合の費用の考え方（初期費用・運用費用）について提案すること。
（10）　データ移行
　　　　現行システムから県が指定するデータを移行し、本システムの運用に必要なセットアップを実施すること。
　　ア　移行作業
　　　　本システムへの移行に必要な作業を実施すること。想定する作業は以下のとおり。
　　　・移行データの調査（不備データの調査等）
・移行データの整備（不備データの訂正、本システムで追加される項目への値設定）
・移行プログラムの開発（必要に応じて実施）
・移行リハーサル（移行データの検証、移行時間の測定等）
・移行結果の検証（移行後）
　　イ　移行データの調査
　　　　移行データの調査は、受託者にて実施すること。
　　　　調査の結果不備データと考えられるデータが存在する場合は、当該データの取扱いについて本協議会と協議すること。なお、不備データとは、明らかに記載内容に誤りがあると認められる事項（必須項目の欠落等）を想定しているが、疑義があれば本協議会と協議すること。
　　ウ　最終及び検証用データの提供
　　　　データの抽出は現行システム保守事業者の保守運用業務内で行う。データの提供は仕様調査のためのテストデータ、移行テスト用データ、最終移行データの３回提供を行う。
　　　　抽出データは、現行システムの保守事業者から本協議会へデータ（ＣＳＶ形式）により提供されるため、本協議会から受託者へデータで提供するものとする。
エ　移行対象データ 
令和８年度の予約データなどの年度統計を出力できるよう、現行システムに保有している令和８年４月１日以降の施設利用に係る利用者データ、施設データ、予約データ、収納データ等全ての情報を移行対象とする。ただし、受託者のシステム仕様上、データ移行が不要な場合は移行しないことを認める。また、現行システムと受託者の施設予約管理システムの設定項目が異なるなど、移行が困難なデータは除く。
また、移行データの授受（搬送を含む。）に関する費用は受託者の負担で行うものとし、十分なセキュリティを確保するとともに、有効な授受方法について提案すること。
　　オ　データ移行作業は、現行システム受託事業者との協力体制の下、行うこと。
　　カ　システム切換時の運用については、別途協議すること。
　　キ　その他、データの移行方法、利用者に対する周知方法など、データ移行に関する提案を行うこと。
（11）その他条件、留意事項
　　ア　本仕様書に付随する業務に基づく作業において、本協議会からの要求があれば適切な対応を行うとともに、適切な報告を行うものとする。
　　イ　契約期間内に本サービスの提供事業者側に起因するシステム変更等があった場合でも、原則としてサービス提供費の増額変更は認めない。
　ただし、特別の事由による場合は本協議会及び受託者で協議のうえ対応するものとする。
　　ウ　本仕様書に定めのない事項、業務を遂行するうえで新たに発生した事項及び疑義については、本協議会及び受託者で協議のうえ実施するものとする。

２　利用環境要件
（１）サービス利用環境
　　ア　住民側利用環境
　　　　本番環境とテスト環境が利用できること。
　　イ　職員側利用環境
　　　　本番環境とテスト環境が利用できること。
（２）住民側利用環境
　　ア　端末
　　　　一般的な性能を有するパソコン、スマートフォン、タブレット端末により、本サービスを支障なく利用できること。
　　イ　OS
　　　　Microsoft Windows11、Mac OS X10.12以降が支障なく利用できること（ただし、メーカーサポート対象外となった場合を除く）。
　今後発表されるOSにも順次対応すること。
　　ウ　ブラウザ
　　　　HTML Living Standardに対応したMicrosoft Edge 、Firefox、Chrome等の主なブラウザが支障なく利用できること。
　今後発表されるブラウザにも順次対応を検討すること。
　　エ　ソフトウェア
　　　　ブラウザのみで本サービスを利用できることとし、事前に特別なアプリケーションをインストールする必要がないこと。ただし、公的個人認証(JPKI)等の基盤連携及び署名機能のためにJava 実行環境(JRE)や一般的に公開されている各種プラグインのインストールが必要な場合はその旨を明記し、必要なソフトウェア及び設定方法を操作説明書及びヘルプ画面に記載すること。
　　カ　住民側接続
（ア）住民等と本サービス間のネットワークとしてインターネットを利用すること。
（イ）接続にあたっては、本サービス側にファイアウォール、WAFその他のシステムを設置してインターネット側からの不正侵入を防止するとともに、申請者端末と本サービスとの間で送受信されるデータを暗号化することによって機密保持を図ること。　
（ウ）住民側のWeb ブラウザと本サービスのWeb サーバ間の接続方式については、HTTPS（EV SSL証明書とする）を使用すること。
（エ）個人番号カードによる公的個人認証サービスに対応した機能を実装できるよう配慮がなされていること。
　　
（３）　職員側利用環境
　　ア　端末
　　　　一般的な性能を有する端末から本サービスを支障なく利用できること。スマートフォンやタブレット端末への対応は任意とする。
　　イ　OS
　　　　Windows OS端末（11以降）が支障なく利用できること（ただし、メーカーサポート対象外となった場合を除く）。
　今後発表されるOSにも順次対応すること。
　　ウ　ブラウザ
　　　　HTML Living Standardに対応したMicrosoft Edge、Firefox、Chrome等の主なブラウザが支障なく利用できること。
　今後発表されるブラウザにも順次対応すること。
　　エ　ソフトウェア
　　　　ブラウザのみで本サービスを利用できることとし、事前に特別なアプリケーションをインストールする必要がないこと。ただし、公的個人認証(JPKI)等の基盤連携及び署名機能のためにJava 実行環境(JRE)や一般的に公開されている各種プラグインのインストールが必要な場合はその旨を明記し、必要なソフトウェア及び設定方法を操作説明書及びヘルプ画面に記載すること。
　　オ　職員側接続
　　（ア）参加団体と本サービス間のネットワークとしてインターネットを利用すること。
　　（イ）接続にあたっては、本サービス側にファイアウォールWAFその他のシステムを設置して、インターネット側からの不正侵入を防止するとともに、送受信されるデータを暗号化することによって機密保持を図ること。
（ウ）職員側のWeb ブラウザと本サービスのWeb サーバ間の接続方式については、IP暗号通信（VPN（IPsec）等）又はHTTPS（EV SSL証明書とする）を使用すること。

３　機能要件
（１）本業務に要求される機能
本業務において要求される機能については、別紙３「いばらき公共施設予約サービス機能要件適合表」を参照のこと。
[bookmark: _Hlk218701327]　　　併せて、適合状況について以下により記載すること。
○：機能が備わっている。
△：機能が備わっていないが、代替となる機能がある、又はサービス提供にあわせて整備する予定である。
×：機能が備わっておらず、今後も整備する予定はない。
実現できない機能がある場合は、対応予定や運用による代替案を示すこと。なお、実現できない機能があることで本件調達への参加を妨げるものではないが、評価の対象となるので留意すること。
（２）スマートロック連携
　　　施設予約システムとスマートロックを連携させる機能を備えること。対応可能なスマートロックの仕組み（キーボックス型の物理鍵の電子制御管理、電子錠型等）及び利用に要する費用について提案書に記載すること。
　　　なお、見積金額には含まないこと。
（３）決済基盤連携
施設使用料等の電子納付に対応すること。決済処理は、決済代行事業者の提供する安全な仕組みを利用し、利用者の端末からオンラインで完結することを基本とする。対応可能な決済種別（クレジットカード、電子マネー、QRコード決済等）を提案書に記載すること。併せて、利用に要する費用、連携可能な決済代行業者及び標準的な決済手数料率を示すこと。
なお、見積金額には含まないこと。
（４）その他の要件
別紙３に示した機能要件の他に、利用者の利便性等を向上させる機能を有する又は今後実装予定若しくは可能の場合は、提案書に記載すること。

４　セキュリティ要件
（１）基本要件
　　　茨城県情報セキュリティ基本方針を定める規程、茨城県情報セキュリティ対策基準を定める要項及び参加自治体のセキュリティに関する規程等に準拠し、適切なセキュリティ対策を実施すること。
（２）個人情報
　　　受託者は、個人情報保護法を遵守するとともに、業務を実施するため個人情報を取り扱う場合には、本協議会構成員の個人情報保護に関する規程の遵守に関し必要な措置を講ずること。
（３）情報セキュリティ要件
「クラウドサービス提供における情報セキュリティ対策ガイドライン」（総務省）等を参考にセキュリティ対策を講じること。
（４）データ等格納サーバ及びその設置場所等に係る信頼性
　　　データセンターの設置場所は、国内であること。
　　　対応基準は、「データセンターファシリティスタンダード」（日本データセンター協会）のテイア３又は４相当に適合していること。
（５）Webアプリケーションのセキュリティ要件
「安全なウェブサイトの作り方」（IPA）等を参考にセキュリティ対策を講じること。

５　保守・監視要件
（１）運用保守要件
ア　運用保守業務
（ア）システムに必要な作業を行う場合は、作業手順書を作成すること。
（イ）作業手順書の整備及び更新を行うこと。
（ウ）作業は、原則として２名以上の担当者によって行い、実施時に段階別にチェックをすること。
（エ）障害発生時には迅速に障害原因を特定し、システムの緊急停止、ログの取得及び保全等の初期対応を適切に行うこと。
（オ）定期的にデータのバックアップを行い、バックアップメディアを適切に管理すること。
（カ）パッチ情報の取得、事前評価及び適用を行うこと。
（キ）データ増加等によりシステムチューニングが必要な場合には、事前評価と適用を行うこと。
（ク）本協議会に対して、毎月１回の定期運用・保守報告を行うこと。なお、電子的な方法による報告書の提出をもって代えることができるものとする。
イ　運用保守体制
　　（ア）運用保守要員を適切に配置すること。
（イ）障害発生時の緊急連絡体制（夜間休日を含む）を確立すること。
　　（ウ）本協議会との連絡窓口は一本化すること。
ウ　運用保守ドキュメント作成
　　（ア）次に示すドキュメントについて整備すること。必要に応じて改定し、常に最新の状態に保つこと。
a　各種技術資料（運用保守に係る各種技術資料）
　　　　　b　各種操作説明書（操作説明書等各種マニュアル）
　　（イ）ドキュメントの内容及び体裁については、あらかじめ本協議会と調整を図ること。
（２）監視保守要件
ア　監視保守業務
　　（ア）一元的に効率的な集中監視を行い、障害の早期発見、障害原因の早期特定及び迅速な対応を行うこと。
　　（イ）サーバ及びネットワーク機器の稼動状況の監視、負荷状況の監視、アクセス監視、ログ監視、ウィルス検知並びに改ざん検知を行うこと。
（ウ）本協議会に対して、毎月１回の定期監視保守報告を行うこと。なお、電子的な方法による報告書の提出をもって代えることができるものとする。
　　イ　監視保守体制
　　（ア）監視要員を適切に配置すること。
　　（イ）監視場所はセキュリティが確保されていること。

６　運用支援要件
（１）協議会運用支援
　　　本協議会がサービスを運用するうえでの課題解決に向けた支援を行うこと。
（２）利用者支援
　　　利用者の利便性を向上させるため、サービスの継続的改善を図ること。

７　ヘルプデスク要件
（１）ヘルプデスクの設置
　　　職員からの問合せ窓口として、それぞれヘルプデスクを設置すること。
（２）業務内容
　　　職員からの最低限の問合せ手段として、電話、電子メール等を用意し、問合せに対応すること。
（３）受付対応条件
　　　ア　電話対応は、平日９時から17時（12月29日から１月３日を除く）まで受付し、応対すること。
　　　イ　電子メールは24 時間受付を行い、受付時間外に受信した電子メールへの回答は翌営業日に対応すること。
ウ　SLAに示す基準値を実現すること。

８　職員研修要件
（１）研修内容
　　　施設管理者に対し、本サービスを利用して行う施設予約の受付処理、審査処理、利用者管理等一連の業務処理の操作及び本サービスを利用する上で必要な各種マスタの設定など一連の管理業務処理の操作について研修を実施すること。
（２）研修計画
　　ア　研修方法
　　　　実機を用いた集合研修又はWEB・動画研修を行うこと。
　　　　研修受講者が、研修に参加していない他の職員に対して伝達研修を行えるよう、研修内容、研修テキスト等を工夫すること。研修に使用するテキストは、サービス提供事業者の負担にて用意すること。
　　イ　研修時期
　研修はサービス開始前と運用期間中に開催すること。全参加自治体の職員が受講できるように、具体的な研修計画を提案すること。
　　（ア）サービス開始前における研修
　　　　　参加自治体の職員を対象として、開始時及び開始後に必要となる操作に係る研修を実施すること。
　　（イ）運用期間中における研修
　　　　　運用期間中、本協議会の要請に基づき、参加自治体の職員を対象とした研修を年１回以上実施すること。
　　ウ　研修会場及び研修で使用する端末
　　　　本協議会が確保する。
　　エ　その他
　　　　研修実施にあたって、事前に本協議会と研修内容、実施スケジュールなどについて協議すること。

　９　SLA要件
　　サービス開始までにSLA（Service Level Agreement）の項目や設定値の最終的な調整を行い、SLAを締結すること。SLAの構成要素は以下の通りである。
SLA(案)について、提案すること。
	構成要素
	構成要素の概要

	対象サービスとサービスメニュー、要件
	SLAの対象となるサービスとそのサービス内容と要件

	サービスの利用要件
	サービス提供を受けたときの利用料金の計算方法

	SLA評価項目
	対象サービスのサービスレベルを評価する項目

	SLA評価項目（設定値）
	サービス品質を維持するため最低限守るべき品質値（保証値）と目標とする品質値（目標値）

	SLA評価項目の測定方法
	SLA評価項目（設定値）を測定するための方法

	利用料金の減額（ペナルティ）
	SLA評価項目（設定値）を守れなかった場合の減額金等の計算方法など

	利用者側の義務
	SLA評価項目（設定値）を保証するために利用者側で実施すべき義務

	免責事項
	SLA評価項目（設定値）の実績を算出する場合に免責される事項

	運営ルール
	利用者とASP事業者の間の報告・連絡等のルール及び体制



10　サービス移行支援要件
本業務に係る契約が終了し、別事業者と次々期サービスの契約を締結する場合、サービス提供事業者は、本サービスで使用している移行に必要な各種情報資産を提供すること。
　　データ移行にあたっては、次々期システムにデータを移行できるように、XML、CSVなど、汎用的なデータ形式で、以下「対象資産」の全データを出力し提供すること。また、他にも次々期システムへの移行時に必要となるデータやドキュメント等があれば提出すること。 
（１）対象資産
　　　登録施設情報
利用者情報
施設予約情報
各種設定情報
その他手続の運用に関する情報
（２）留意事項
　　　対象資産の提供に必要な経費については、本調達の見積額に含めること。
次々期サービスへの移行作業は、含まないものとすること。
次々期サービスのサービス開始に支障がないよう、本協議会が別途指定する期日までに提供すること。
提供等について、協議事項が発生する場合は、本協議会と協議すること。

11　個人情報の廃棄
（１）本契約に基づくサービス利用の終了時には、個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じること。
（２）（１）の具体的な方法については、あらかじめ本協議会と協議の上決定すること。
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